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７ 長期相続登記等未了土地解消事業②
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７ 長期相続登記等未了土地解消事業③

・本事業は「公共の利益となる事業」を対象としており、「土地改良法による土地改良
事業」も対象です。
・土地改良区及び土地改良事業団体連合会も本事業の活用が可能です。

【土地改良事業における活用例】
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✓ 本事業は、法務局が年度ごとに実施。

✓ 事業実施主体から法務局への要望の提出が必要。

✓ 要望の提出方法は、次のとおり。

・都道府県又は市町村を経由して管轄の法務局の

本局登記部門（不動産登記担当）に提出する方法

・管轄の法務局に直接提出する方法

※様式は以下のリンク先（法務省）を確認してください。

✓ 提出した要望は、翌年度に実施される本事業の対象の選定

候補となるが、法務局では、公共の利益となる事業のうち、

緊急性・必要性の高いものを優先的に実施するため、選定

の結果、本事業の対象とならない場合がある。

✓ 他の補助事業と重複がないように調整が必要。

法務省：地方公共団体など公共事業を担う皆様へ

【参考】

【本事業の手続き】
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https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00518.html

